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熊本市においては、「食」は生命と健康の基礎であるとの共通認識のもと、消

費者をはじめとして、教育関係者、農林漁業者、食品関連事業者及び行政等の

全ての関係者が「食」の重要性を認識・連携し、それぞれの立場で食の安全・

安心の確保及び食育の推進に積極的に取り組むために、「熊本市食の安全安心・

食育推進計画」を平成２０年３月に策定し、計画期間を平成２０年度から平成

２４年度までの５年間とし、「食」に関して総合的、計画的な施策展開を図って

います。

この熊本市食品衛生監視指導計画は、「熊本市食の安全安心・食育推進計画」

における食の安全・安心の確保のために行う施策等を具体的に定めたものです。

平成２２年度は熊本市食の安全安心・食育推進計画の計画期間の中間年度で

あり、推進計画の成果指標等の状況を考慮しながら計画期間の中間年度で見直

しを行うこととしていたため、市民の食の安全・安心等に対する意識等を把握

し、計画の評価・検証を行い中間見直しに反映させるために市民アンケートを

平成２２年８月に行いました。

その結果としては、市民が食品の安全性に関して不安を感じる割合では、食

品添加物、輸入食品、残留農薬、不正表示に対して依然として不安感が高い状

況でした。

そこで、平成２３年度熊本市食品衛生監視指導計画では、市民アンケートの

結果を踏まえ、「食品安全対策の強化（食品添加物の監視指導の強化、農畜水産

物の安全確保）」、「食品表示の適正化」などを重点とした食品等事業者への監視

指導の強化を図ります。

また、市民への食品の安全性に関する情報を更に分り易く、そして正確で迅

速なものとなるよう充実に努めるとともに、食の安全・安心を市民の方に体験

していただく取り組みの充実などを、特に重点を置いて取り組む事項と位置づ

け平成２３年度熊本市食品衛生監視指導計画を策定しました。

Ⅰ 基本方針

市民アンケート調査結果
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平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日までの１年間とします。
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平成２３年度は、次の４つの項目を最重点的に監視指導を実施する事項と定

めます。

Ⅱ 最重点的に監視指導を実施する事項

１ 食中毒予防対策の強化

（１）ノロウイルス食中毒予防対策 【立入検査 1,000 件】

・ 大量調理施設（弁当・仕出屋、旅館、給食施設など）や飲食店などの

施設に対する監視指導

・ ノロウイルス食中毒注意報発令等の市民啓発

（詳細はｐ11）

（２）カンピロバクター食中毒予防対策 【立入検査 500 件】

・ 飲食店や食肉処理施設等への監視指導

・ 市民への啓発

（詳細はｐ11）

２ 食品安全対策の強化

（１）食品添加物の監視指導の強化（食品製造施設の重点監視）

・ 食品の収去検査 【添加物の使用基準等に関する収去検査 72 検体】

・ 業種別の製造施設への監視指導 【立入検査 300 件】

（詳細はｐ12）

（２）農畜水産物の安全確保

・ 輸入食品を含めた農畜水産物の収去検査 【収去検査 124 検体】

（詳細はｐ12）

（３）ねんりんピック・新幹線全線開業に伴う衛生対策の強化

・ 旅館、弁当・仕出屋等の大量調理施設への監視指導

【立入検査 400 件】

・ 調理食品の検査及び簡易ふきとり検査の実施

【細菌検査 50 検体】

【簡易検査 500 検体】

（詳細はｐ13）
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３ 熊本市版ＨＡＣＣＰ（ハサップ）の導入支援

・ 熊本市版ＨＡＣＣＰ（熊本市食品自主衛生管理評価事業）の普及・啓発

【新規評価認定施設 ５施設】

【事業への取り組み施設 30 施設】

（詳細はｐ16）

４ 市民・食品等事業者との情報及び意見交換の推進

（食の安全安心体験の充実）

・ 市民が食品等事業者や行政と協働で食の安全安心を体験できる事業の充実

【田崎市場体験・一日食品衛生監視員体験 参加者 145 名】

（詳細はｐ25）



- 5 -

監視指導項目、立入検査計画、収去検査計画などを事前に十分検討して、効

率的・効果的な監視指導を行います。

監視指導計画の実施にあたる部署とその役割は次のとおりです。

実施部署名 役 割

食 品 保 健 課

▶施設、食品等の監視指導

▶食中毒、食品等の苦情に関する調査

▶食品等の収去

▶食品等事業者、市民等に対するリスクコミュニケーショ

ンの実施

食肉衛生検査所
▶と畜場の監視指導

▶と畜場における収去

環境総合研究所 ▶食品等の検査

地 域 医 療 課 ▶検査の信頼性確保部門

また、専門性を高め、緊急の課題に対応するために、必要に応じて専門監

視班を設置して重点的・効率的な監視指導を行います。

平成２３年度は専門監視班として、「ノロウイルス予防対策専門監視班」

「カンピロバクター予防対策専門監視班」「ねんりんピック衛生対策専門監

視班」を設置します。

監視指導項目として、「共通監視指導項目」と「食品群ごとの監視指導項目」

を定めて監視指導を行います。

Ⅲ 効率的・効果的な監視指導の実施

（生産・流通・消費の各段階における食品の安全性確保）

１ 監視指導の実施体制

２ 監視指導項目
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（１）共通監視指導項目

監視指導の基本的な事項として、次の項目に着目して監視指導を行います。

区 分 監視指導項目

施設等の自主衛生管理に

関する項目

【施設・設備等の衛生管理】

▶施設内外の清潔保持

▶食品取扱設備等の衛生管理

▶ねずみ族及び昆虫の防除

▶排水・廃棄物の取扱い

▶使用水等の管理

【管理運営要領の作成】

▶記録の作成及び保存

▶自主回収の手順の策定

食品取扱者等の自主衛生

管理に関する項目

【食品衛生責任者の設置】

【食品取扱者の衛生管理】

▶従事者の健康状態の把握

▶服装・清潔保持

▶食品衛生の知識の習得

食品の適正管理に関する

項目

【食品等の取扱い】

▶原材料や製品等の適正な取扱い

▶点検・記録

▶検食・自主検査の実施

▶食品の調理、製造、保管、運搬、販売等の各工

程での適正な取扱い

▶食品衛生法で規定されている成分規格、製造基

準、保存基準及び使用基準等の遵守

▶食品添加物の適正使用

▶異物混入防止対策

【表示】

▶消費期限、賞味期限の適正な表示及び設定方法

▶食品衛生法、健康増進法に基づく適正表示

（２）食品群ごとの監視指導項目

（１）に示した共通監視指導項目に加えて、次に示す食品群については定め



- 7 -

られた重点的監視指導実施項目について監視指導を行います。

食 品 群 重点的監視指導実施項目

食肉

食肉製品

▶と畜場へ搬入される牛・豚・馬等の食用不適食肉の排除

及び処理時の衛生管理

▶食鳥処理施設、食肉処理施設における微生物汚染防止等

衛生的な取扱い

▶食肉製品製造施設における記録の作成及び保存

▶食肉販売施設における保存温度、衛生的な取扱い

▶飲食店などの調理施設における加熱調理の徹底及び原

材料からの二次汚染の防止

▶牛・鶏肉の生食での提供の自粛の実施

▶馬刺しの提供施設における衛生的な取扱い

▶細菌、成分規格、残留動物用医薬品等の検査

乳

乳製品

▶ＨＡＣＣＰ方式による衛生管理状況の確認

▶製造施設における記録の作成及び保存

▶販売施設における保存温度、衛生的な取扱い

▶成分規格等の検査

鶏卵

鶏卵加工品

▶鶏卵取扱い施設における検卵の実施

▶鶏卵取扱い施設における保存温度

▶鶏卵取扱い施設における微生物汚染の防止

▶飲食店などの調理施設における保存温度、加熱調理

▶細菌等の検査

魚介類

魚介類加工品

▶有毒魚介類等の排除

▶ふぐ処理施設及び販売施設における未処理ふぐの適正

な取扱い

▶熊本地方卸売市場（通称「田崎市場」）における保存温

度、衛生的な取扱い

▶飲食店及び販売施設における生食用鮮魚介類の保存温

度、衛生的な取扱い

▶細菌、成分規格、食品添加物等の検査

野菜、果実、穀類及

びその加工品

▶有毒植物等の排除

▶熊本地方卸売市場（通称「田崎市場」）における衛生的

な取扱い

▶アレルギー物質、遺伝子組換え食品の適正表示

▶細菌、成分規格、残留農薬、食品添加物、アレルギー物

質等の検査
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熊本市特産品

（馬刺し・辛子蓮

根・いきなり団子な

ど）

▶製造、加工施設における衛生的な取扱い

▶期限表示の設定方法及び表示の適正化

▶販売施設における温度管理、衛生的な取扱い

▶アレルギー物質の適正表示

▶細菌等の検査

熊本市においては、施設及び業種ごとに、取扱い食品の危害度、流通の広域

性など次の４項目で採点し、ＡからＥまでの５段階にランク分けをしています。

それぞれのランクに応じた監視回数及び監視ポイントを定めています。

項 目

１ 健康危害発生リスク（食品） ５ ４ ３ ２ １

２ 広域健康危害発生リスク（流通） ５ ４ ３ ２ １

３ 営業形態等の特殊性リスク ５ ３ １

４ 施設の管理度リスク

（過去の事故発生・苦情発生履歴）
３ ２ １

次のランクごとの標準監視回数等を考慮して立入検査計画を定めて立入検査

を行います。平成２３年度の立入検査における監視ポイントの目標数は、次表

のとおり概ね２４，０００ポイントになります。

ラ

ン

ク

採点 標準監視回数 主な業種等
監視

ポイント数

平成 23

年度

施設数

（概数）

平成 23

年度

目標監視

ポイント

（累計）

Ａ 14 点以上 年３回以上

大規模食品工場、

結婚式場・弁当屋等

の中の大量調理施

設等

５ポイント 70 1,050

３ 立入検査計画（危害リスクに応じた監視指導）

大 小（影響度）
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Ｂ 12～13 点 年２回以上

馬刺し・生かき・刺

身等の提供施設、

旅館・弁当屋・仕出

屋等の調理施設等

４ポイント 1,000 8,000

Ｃ ８～11 点 年１回

通常の飲食店・食品

工場、

卸販売施設等

３ポイント 3,800 11,400

Ｄ ６～７点 ２年に１回
小規模の飲食店・食

品工場等
２ポイント 2,700 2,700

Ｅ ４～５点 ５～６年に１回

調理加工を伴わな

い飲食店、

小売販売施設等

１ポイント 7,000 1,400

合 計 14,570 24,550

なお、具体的な平成２３年度の立入検査計画は、別表１「平成２３年度立入

検査計画」のとおりです。

熊本市内で製造、加工されている食品、熊本市近郊で生産されている農産物

などを中心に、食品衛生法で定められている食品等の成分規格や食品添加物の

使用基準、各種衛生規範等に基づく食品の規格等の目標、熊本県食品の衛生に

関する指導基準などを考慮して収去対象食品、対象施設、検査項目を定めて食

品等の収去検査を行います。

平成２３年度の収去検査の主な対象食品・検査項目や計画検体数等は次のと

おりです。

検査目的 主な検査項目 主な対象食品
計画

検体数

国通知等 細菌 カット野菜 4食中毒予防対策

県指導基準 細菌
未加熱そうざい、

豆腐等
100

４ 食品等の収去検査計画
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特産品 細菌
馬刺し、

辛子蓮根等
48

食品添加物
味噌、醤油、

魚肉ねり製品等
72

成分規格
生カキ、刺身、

冷凍食品等
89食品安全対策

アレルギー物質 菓子 10

農薬安全対策 残留農薬 野菜・果実等 76

合 計 399

なお、食品等ごとに検査項目を定めた採取分を含んだ平成２３年度の収去検

査計画は、別表２「平成２３年度収去検査計画（採取含む）」のとおりです。

立入検査や収去検査により、違反・不適事項を発見した場合は、速やかに施

設の衛生状態、製造・加工工程、販売状況等の調査を実施し、その結果に基づ

き違反・不適食品の回収や再発防止等のための指導を行います。

健康被害が発生している場合や違反内容が健康を損なうおそれがある場合な

どは、食品等の回収や廃棄命令、施設の改善命令、営業の禁停止などの必要な

行政処分を行い、その処分内容等を公表します。

違反・不適食品等が熊本市外に流通しているなど広域におよぶ場合は、厚生

労働省、関係自治体などに情報提供を行い、連携して対応します。

５ 違反発見時の対応

６ 重点的に行う監視指導

（生食用カキの収去） （残留農薬検査）
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（１）食中毒予防対策

近年、全国的にノロウイルスとカンピロバクターによる食中毒が多く発生し

ています。平成２１年もノロウイルス食中毒の患者数は 10,874 人と患者数で

第１位（第２位はカンピロバクターで 2,206 人）、カンピロバクター食中毒の事

件数は 345 件と事件数で第１位（第２位はノロウイルスで 288 件）という状況

でした。

そのため、ノロウイルスとカンピロバクターの食中毒予防の対策の強化を図

ります。

ア ノロウイルス食中毒予防対策

★大量調理施設（弁当・仕出屋、旅館、給食施設など）や飲食店などの施

設に対する監視指導★【立入検査 1,000 件】

▶弁当屋や仕出し屋、結婚式場などを兼ねた旅館など大量に食品を調理

する飲食店、病院や高齢施設などの給食施設などの監視指導

▶生かきを取扱う魚介類販売店や飲食店などの監視指導

▶生食用かきのノロウイルスなどの収去検査

★ノロウイルス食中毒注意報発令等の市民啓発★

▶ノロウイルスが原因と思われる感染性胃腸炎の患者が急増するなど食

中毒発生の危険性が高まった場合、熊本市ノロウイルス食中毒注意報

発令要綱による「ノロウイルスによる食中毒注意報」を発令するなど

の注意喚起等の実施

最重点監視指導項目

イ カンピロバクター食中毒予防対策

★飲食店や食肉処理施設等への監視指導★【立入検査 500 件】

▶飲食店や生食用の食肉を取扱う食肉処理施設や食肉販売施設などに対

して、牛・鶏肉の生食での提供の自粛の実施の指導

▶食鳥処理施設の監視指導

★市民への啓発★

▶牛・鶏肉の生食の危険性、食肉の加熱調理の徹底などについての啓発

最重点監視指導項目
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（２）食品安全対策

市民アンケートの結果によると、依然として食品添加物、残留農薬、産地偽

装、輸入食品に不安を感じている市民の割合は高く、また、全国的にそれらに

関する違反事例等は多い状況です。そこで、食品添加物の適正使用や表示の徹

底、農畜水産物の安全確保を図るとともに食品表示の適正化対策を実施します。

また、平成２３年３月の九州新幹線の全線開業、１０月のねんりんピック２

０１１（ふれ愛）熊本の開催など多くの観光客の来熊が予想されます。そこで、

それらの関連施設の監視指導を行い食中毒などの事故防止に努めます。

食中毒等の事故等が発生した場合の影響が大きい広域流通食品の製造施設に

対する監視指導を行います。

全国的に健康食品の不適正表示等による健康被害の発生も後を絶たないため、

健康食品の安全確保を図ります。

ア 食品添加物の監視指導の強化

★食品の収去検査★【添加物の使用基準等に関する収去検査 72 検体】

▶食品添加物を使用して食品を製造している施設や、熊本市内の食品流

通の拠点である熊本地方卸売市場（通称「田崎市場」）内の販売施設な

どからの食品添加物が使用されている加工食品などの収去検査

★業種別の製造施設への監視指導★【立入検査 300 件】

▶業種別の製造施設の臨検による食品添加物の適正使用などの確認

最重点監視指導項目

イ 農畜水産物の安全確保

★輸入食品を含めた農畜水産物の収去検査★【収去検査 124 検体】

▶輸入食品を含む野菜、果実、水産食品などの残留農薬や成分規格など

の農畜水産物の収去検査

▶熊本の特産品である馬刺しの収去検査

▶熊本市市場食品衛生監視所における夏場に田崎市場に上場された近海

産の魚介類や田崎市場内の水産物取扱い施設の器具などの腸炎ビブリ

オなど検査

最重点監視指導項目
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エ 広域流通食品製造施設の重点監視

▶都道府県市等の区域を越えて広域的に流通する広域流通食品の製造施設

に対して、「原材料・販売食品等の必要な情報の記録・保存」、「管理運営要

領の作成」、「自主回収のマニュアルの作成」等について適正に作成・保存

されているか確認します。

▶国のＨＡＣＣＰ承認施設に対して、外部検証として厚生労働省九州厚生局

と合同で監視指導を行います。

オ 食品表示の適正化対策

▶春期・夏期・年末の食品一斉監視の際に、田崎市場や大型食品量販店等で

販売されている食品表示の監視指導を行います。

▶健康被害に直結するアレルギー物質の表示について、収去検査を通して表

示が義務づけられているアレルギー物質（卵・そば・小麦・乳・落花生・

えび・かに）の適正表示の徹底を図ります。

▶農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（通称「ＪＡＳ法」）

を所管する熊本県と連携し、必要に応じ合同監視などを行います。

カ 健康食品の安全確保

▶健康食品の製造、販売施設の立入検査を実施し、医薬品的効能効果の表示

ウ ねんりんピック・新幹線全線開業に伴う衛生対策の強化

★ 旅館、弁当・仕出屋等の大量調理施設への監視指導★

▶ねんりんピック参加者や観光客等が宿泊する旅館や、ねんりんピック

における弁当提供施設である弁当・仕出屋等の大量調理施設に対する

監視指導【立入検査 400 件】

▶施設の従事者やイベント出店業者に対する衛生教育

★調理食品の検査及び簡易ふきとり検査の実施★

▶ねんりんピック参加者や観光客等が宿泊する旅館や、ねんりんピック

における弁当提供施設である弁当・仕出屋等の大量調理施設に対する

調理食品の検査、施設の簡易ふきとり検査

【細菌検査 50 検体】【簡易検査 500 検体】

▶馬刺し、辛子蓮根、いきなり団子などの熊本の特産品や土産品の製造、

加工又は販売施設に対する製品の収去検査

最重点監視指導項目
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などの不適正表示を排除し、健康食品の表示、広告、販売方法等の適正化

を図ります。

（３）大規模調理施設の監視指導

大型弁当仕出屋、旅館、給食施設などの大規模調理施設は、食中毒事故が発

生した場合、大規模な健康被害につながることから、「大量調理施設衛生管理マ

ニュアル」等に基づき監視指導を行います。

ア 大型弁当仕出屋・旅館

▶春の行楽シーズンに施設監視ポイント制によるＡ・Ｂランクの弁当屋、仕

出屋の監視を強化し、食中毒予防の啓発に努めます。

▶ねんりんピック開催時の食中毒などの事故防止のため、施設のふきとり検

査や試作品などの細菌検査を行い、衛生講習会などを通じて衛生管理の徹

底を図ります。

イ 給食施設（健康増進法に基づく栄養指導を含む）

▶学校、保育園、病院、福祉施設などの給食施設に対して、「大量調理施設

衛生管理マニュアル」に基づき衛生管理の点検を行います。

▶必要に応じて、衛生管理の点検と併せて健康増進法に基づく栄養指導も行

います。

（４）熊本地方卸売市場（田崎市場）における監視指導

熊本市内の食品流通の拠点である熊本地方卸売市場（通称「田崎市場」）にお

いて流通する食品や施設に対して、次のような監視指導を行います。

▶市場の時間的特性を考慮して、定期的に早朝臨検を行います。

 ▶田崎市場内に設置している熊本市市場食品衛生監視所において、残留農薬の

簡易検査、魚介類の細菌検査などの食品等の検査を行い、流通する食品の安

全確保を図ります。

 ▶夏期・年末食品一斉取締りの期間に田崎市場食品一斉取締りを実施し、食品

による事故防止と不良食品等の排除に努めます。

（５）と畜場における監視指導

熊本市食肉衛生検査所では、熊本市が開設していると畜場（熊本市食肉セン

ター）において次の事項の監視指導を行います。

▶環境総合研究所と連携して動物用医薬品等の残留検査を実施します。

 ▶熊本市食肉センターに対して、衛生管理マニュアルに基づく施設・設備の適

正管理の実施状況等に関する衛生点検を行います。

 ▶熊本市食肉センターに対して、施設や設備の細菌検査を実施して衛生的検証

を行います。
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（６）一斉取締りの実施

食品等の製造・販売等の流通量や気候等による事故発生の危険性等を考慮し

て、春期、夏期及び年末に食品一斉取締りを行います。

厚生労働省や消費者庁の指針に基づいて実施する夏期食品及び年末食品一斉

取締りの実施結果は、熊本市のホームページ「安全安心のひろば」等で公表し

ます。

ア 春期食品一斉取締り（４、５月）

春の行楽シーズンにおける事故発生予防等のために、次の事項の監視指導

を行います。

  ▶施設監視ポイント制によるＡ・Ｂランクの弁当屋や仕出屋などの監視を強

化し、食中毒予防の啓発に努めます。

  ▶フードパル熊本、熊本城、水前寺公園などの観光施設内の食品取扱施設の

監視を強化し、不良食品の排除と食品表示の適正化を図ります。

  ▶食品の収去検査を行います。

イ 夏期食品一斉取締り（７月）

厚生労働省や消費者庁の指針に基づき、高温多湿期における食中毒発生予

防、食品の適切な保管管理の徹底、不良・違反食品の排除等のために、次の

施設に重点を置いて監視指導を行います。

  ▶熊本県、熊本市食品衛生協会の食品衛生指導員と連携して、田崎市場夏期

食品一斉取締りの実施

▶大型食品量販店

▶集団給食施設

▶ＪＡＳ法を所管する熊本県と食品表示の適正化のため合同監視

▶食品の収去検査

ウ 年末食品一斉取締り（１２月）

厚生労働省や消費者庁の指針に基づき、年末年始に向け大量に流通する多

種多様な食品についてノロウイルスやフグ毒による食中毒発生予防や食品添

加物の適正使用等不良・違反食品の排除に努めるために、次の施設に重点を

置いて監視指導を行います。

▶熊本県、熊本市食品衛生協会の食品衛生指導員と連携して、田崎市場年末

食品一斉取締り

▶飲食店や魚介類販売施設などの生かきやふぐの取扱い施設

▶フードパル熊本内の施設

▶大型食品量販店

▶集団給食施設

▶ＪＡＳ法を所管する熊本県と食品表示の適正化のため合同監視

▶食品の収去検査
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熊本市の特性、地域性等を考慮して、次の事項に取り組み熊本市独自の食品

衛生の確保に努めます。

（２）食品安全情報ネットワーク

熊本市は、熊本市内に店舗を持つ食品量販店、百貨店、コンビニエンススト

ア等や田崎市場内の荷受業者等の食品の流通、販売の拠点となる食品等事業者

と連携して食品安全情報ネットワークを構築しています（平成２３年２月末現

在、２９機関）。この食品安全情報ネットワークの構成機関に月１回の定期情報

（食品等の検査結果、自主回収情報及び苦情に関する情報）や食中毒注意報発

令などの緊急情報等を提供して、食品の安全性に関する正確な情報の共有化を

行います。

７ 熊本市独自の食品衛生の確保

（１）熊本市版ＨＡＣＣＰの導入支援

国のＨＡＣＣＰは、対象施設が乳、食肉製品など一部の食品を製造、加工す

る施設に限定されています。

そこで、熊本市においては、より多くの食品等事業者にＨＡＣＣＰの考え方

に基づく自主衛生管理に取り組んでもらい、それにより食品の安全性の向上を

図るために、地域版ＨＡＣＣＰとして平成２０年４月より「熊本市版ＨＡＣＣ

Ｐ」（熊本市食品自主衛生管理評価事業）を開始しました。この熊本市版ＨＡＣ

ＣＰは、国のＨＡＣＣＰと異なり食品の製造、加工又は調理を行う施設を全て

対象にしているため、多くの事業者に取り組んでもらえるものです。

また、一定の衛生レベルに到達した施設は、評価認定施設として評価認証マ

ークを使用することなどができます。

この熊本市版ＨＡＣＣＰを熊本市における食の安全安心の確保のための重要

な道具（ツール）と位置づけて、事業者はもとより消費者などに対して普及啓

発を図ります。

★熊本市版ＨＡＣＣＰ（熊本市食品自主衛生管理評価事業）の普及・啓発★

▶事業への取り組み施設の増加による全体的な衛生レベルの向上

▶取り組み施設に対する積極的支援等による評価認定施設の増加

【新規評価認定施設 ５施設】

【事業への取り組み施設 30 施設】

最重点監視指導項目
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（３）熊本市特産品・土産品の監視指導

馬刺し、辛子蓮根、いきなり団子などの熊本市の特産品・土産品の製造、販

売等を行っている施設の監視指導や製品の収去検査を行います。

（４）施設監視ポイント制の導入

熊本市においては、施設及び業種ごとに、取扱い食品の危害度、流通の広域

性などの４項目で採点し、ＡからＥまでの５段階にランク分けをして、そのラ

ンクごとの標準監視回数を定めています（詳細はｐ８参照）。
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監視指導を実施するにあたっては、厚生労働省、消費者庁等の国の機関、熊

本県、庁内の関係部局との連携は重要です。

また、食中毒、違反・不適事例等が他自治体におよぶ時は、関係自治体との

連携が必要です。

さらに、大規模食中毒や災害など甚大な被害の健康危機発生時は、庁内の関

係部局、関係機関、食品等事業者等との連携が必要です。

そこで、国・県・関係自治体・庁内関係部局、食品等事業者等との連携を図

ります。

食中毒等の健康危機に迅速・適切に対応できるように休日夜間の緊急連絡網

を作成し、健康危機管理体制を確立します。

適宜、熊本市食中毒処理マニュアルの見直し等を行い、また、職員に対する

マニュアルに関する研修を行い食中毒の発生に備えます。さらに、食中毒の発

生時にはそのマニュアルに従って、迅速、かつ、適切に調査等を行います。

健康危機管理関する会議等により関係機関や庁内の関係部局との連携を図り、

食中毒等の健康危機発生に備えます。

熊本市健康危機管理訓練、熊本市災害医療・福祉訓練、熊本市大規模災害対

処訓練などの訓練を行い健康危機管理への対応能力等の向上を図ります。

災害などの発生に備えて、病院等の食品等事業者に対して食品等の備蓄等を

指導するとともに、大型弁当調理施設などと災害発生時の協力体制等の確立を

進めていきます。

食品の安全確保ために、関係機関や庁内の関係部局と次のような連携確保に

努めます。

Ⅳ 国・県・関係自治体・庁内関係部署及び

食品関係機関との連携

１ 健康危機管理体制の充実及び強化

２ 食品の安全確保のための連携
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（１）庁内の連携

次のような会議等により庁内の関係部局との連携を図ります。

会議等名 構成等 備考

熊本市食の安全安心・食育推進庁

内連絡会

庁内の食の安全安心

関係３２部署

年２回程度開催

（事務局：食品保健課）

熊本市健康危機管理連絡会議

庁内の健康危機関連

部署及び庁外の関係

機関

年１回開催

（事務局：地域医療課）

熊本市健康危機管理幹事会
庁内の健康危機関連

部署

適宜開催

（事務局：地域医療課）

熊本市家畜伝染病対策連絡会議
庁内の家畜伝染病関

連部署

適宜開催

（事務局：生産流通課）

学校給食施設の自主管理に向けた指導及び支援にあたり、教育委員会と連携

していきます。

保育園、老人福祉施設、社会福祉施設、病院等の給食施設の衛生管理に関す

る助言指導及び支援にあたり、各施設を所管する庁内関係部局と連携していき

ます。

牛海綿状脳症（ＢＳＥ）発生時には、「熊本市ＢＳＥ対応マニュアル」に基づ

き、国を含めた関係機関と連携して迅速に対応します。

（２）国・関係自治体との連携

次のような会議等により厚生労働省などの国の機関や関係自治体との連携を

図ります。

会議等名 構成等

全国食品衛生関係主管課長会議
全国都道府県・政令指定都市・中

核市・保健所設置市等

森永ミルク中毒関係都道府県市担当者会議 全国関係自治体等

全国市場食品衛生検査所協議会全国大会 全国関係自治体等
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九州地区輸入食品衛生担当者会議
厚生労働省福岡検疫所、九州内

県・政令指定都市・中核市等

九州各県政令市中核市衛生主管課長会議
九州内の県・政令指定都市・中核

市等

九州山口政令市生活衛生主管課長会議
九州山口の政令指定都市・中核市

等

九州地区食品衛生係長・担当者会議
九州内の県・政令指定都市・中核

市等

熊本県食品表示監視協議会

九州農政局・熊本県・熊本県警・

熊本市等の熊本県内の食品表示監

視関係機関

全国食肉衛生検査所協議会所長会
全国都道府県・政令指定都市・中

核市・保健所設置市等

九州地区食肉衛生検査所協議会所長会及び

研究部会

九州内の県・政令指定都市・中核

市等

大規模食中毒発生時や広域流通食品、輸入食品の違反発見時においては、厚

生労働省や消費者庁等の国の機関と緊密に連絡調整や情報交換を行うとともに、

関係自治体食品関係部局と連携して対応します。

厚生労働省九州厚生局と合同で国のＨＡＣＣＰ承認施設の立入検査を実施し

て連携を図ります。

（３）検査機関の体制整備

適宜、検査に関する標準作業書等のマニュアル等の見直しを定期的に行い検

査体制の整備を図ります。

信頼性確保部門が実施する検査の精度管理に関する研修に参加し、職員の知

識や技術の向上を図ります。

信頼性確保部門による内部点検を受けて検査体制についての検証を行います。

環境総合研究所、食肉衛生検査所の検査機関においては、外部精度管理に参

加して検査技術の検証を行います。
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食の安全安心の確保のためには施設に対する監視指導は必要ですが、同様に

食品等事業者による自主衛生管理の推進も重要です。

そこで、食品等事業者等の自主衛生管理推進のための指導や支援を行います。

監視指導、衛生講習会等により次のような指導や支援を行います。

（１）食品等事業者への指導・支援

ア 食品等事業者及び食品衛生責任者への指導

▶施設の監視指導や衛生講習会の際に、食品等事業者や食品衛生責任者に対

して自主衛生管理の必要性や方法等を指導します。

▶食中毒予防や衛生管理等に関する専門家を講師に招聘して、熊本市食中毒

予防講演会を行います。

イ 食品等事業者向け衛生講習会の開催

食品等事業者に対する衛生講習会を積極的に開催して、従事者等の衛生管

理に関する知識・技術の向上を図ることにより、自主衛生管理の確立を支援

します。

ウ 食品等事業者の責務規定遵守の徹底

施設の監視指導や衛生講習会の際に、食品衛生法第３条に定められている

「販売食品等の安全性の確保に係る知識・技術の習得」、「原材料・販売食品

等の必要な情報の記録・保存」などの食品等事業者の責務について指導して、

その責務規定遵守の徹底を図ります。

（２）優良衛生施設等の表彰

食品衛生意識の普及・向上に努め、その功績が特に顕著と認められる者を食

品衛生功労者として、衛生上優秀で他の模範と認められる施設を食品衛生優良

衛生施設として表彰します。

また、被表彰者及び施設は、熊本市ホームページ「安全安心のひろば」で市

Ⅴ 食品等事業者による自主的な衛生管理

の推進

１ 自主衛生管理推進のための指導・支援
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民に紹介します。

（３）熊本市食品衛生協会の事業への支援

熊本市食品衛生協会が食品業界の自主管理体制の確立を目指して実施する食

品衛生普及事業や食品衛生指導員の巡回指導等の活動に積極的に協力します。

食品の製造、加工又は調理を行う施設に対しては、自主衛生管理の中でもＨ

ＡＣＣＰ的手法による高度な自主衛生管理を促進します。

（１）国のＨＡＣＣＰの支援

国のＨＡＣＣＰ承認施設に対して外部検証として厚生労働省九州厚生局と合

同で監視指導を行います。

国のＨＡＣＣＰの承認を目指す施設に対して必要な助言、支援等を行います。

水産食品、食肉、乳及び乳製品の輸出を目指す施設に対してＨＡＣＣＰの導

入等の必要な衛生管理に関する助言、支援等を行います。

（２）熊本市版ＨＡＣＣＰの導入支援

ＨＡＣＣＰ的手法による高度な自主衛生管理である熊本市版ＨＡＣＣＰに取

り組む施設を増加させるために、説明会、個別指導等の導入支援を行います（詳

細はｐ16 参照）。

２ ＨＡＣＣＰ的手法による自主衛生管理の促進
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食の安全安心の確保のためには、生産者を含む食品等事業者、消費者、行政

の３者が、それぞれの役割分担に応じた取り組みを行わなければなりません。

そのために、その３者の相互理解や信頼関係を確立し、リスクコミュニケー

ションを推進することが必要です。

市民から消費者である視点での様々な意見等を提供してもらい、それを反映

した施策を行います。そのために次のような意見等の提供の機会を設けます。

（１）食品衛生監視指導計画に関する市民からの意見聴取

例年、２月までに次年度の熊本市食品衛生監視指導計画の案を熊本市ホーム

ページ「安全安心のひろば」等で公開し、広く市民から意見等を聴取して必要

に応じて計画に反映させます。

（２）食の安全安心・食育推進会議の開催

食の安全安心に関する関係機関の代表、学識経験者、市民公募等の委員２０

名で構成する熊本市食の安全安心・食育推進会議を開催して、熊本市食の安全

安心・食育推進計画や熊本市食品衛生監視指導計画に基づいて実施している施

策に対して協議を行ってもらい、施策の効果等の検証を行います。

次年度の熊本市食品衛生監視指導計画の案を作成後、委員から意見等を聴取

して必要に応じて計画に反映させます。

（３）監視指導の実施状況等の公表

例年、６月までに昨年度の熊本市食品衛生監視指導計画に基づく監視指導の

実施状況等を取りまとめて、熊本市ホームページ「安全安心のひろば」等で公

表します。

Ⅵ 消費者・生産者・食品等事業者及び行

政の相互理解と信頼関係の確立・推進

（リスクコミュニケーション）

１ 市民意見の施策への反映
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食の安全安心の確保、特に安心の確保のためには市民への情報提供が必要で

す。そこで、次のような市民への情報提供を積極的に行います。

（１）熊本市ホームページによる情報提供

熊本市ホームページ「安全安心のひろば」により、食品の自主回収情報、食

品の検査結果、食中毒注意報発令時等の緊急情報等の情報提供を行います。

（２）広報誌等による情報提供

熊本市の広報誌「市政だより」への記事掲載、ラジオ、報道機関への報道資

料の提供等により情報の提供を行います。

ア 市政だより、ラジオ、テレビ等の情報提供

▶熊本市の広報誌「市政だより」に市民等に対する啓発記事の掲載、ラジオ

の広報番組への出演や原稿提供などにより、市民や食品等事業者に対して

必要な時期に必要な情報提供を行います。

▶熊本市医師会機関紙「森都医報」に記事を掲載し、医師や医療従事者に対

して必要な情報提供を行います。

イ 報道機関への発表

▶夏期・年末の田崎市場一斉取締りや田崎市場体験、一日食品衛生監視員体

験、食中毒予防ポスターコンクール等のイベントを実施する際に、それら

を広く報道してもらうことによる衛生思想等の普及啓発のために、報道機

関に報道資料等による情報提供を行います。

▶食中毒等の健康危機発生時や行政処分を行った場合には、被害の拡大防止

等のために報道機関に対して報道資料等による情報提供を行います。

（３）食品衛生月間行事

例年、８月を厚生労働省の指針に基づき食品衛生月間と定めて、食品衛生思

想の普及・啓発、食品の安全性に関する情報提供やリスクコミュニケーション

の推進を図るために、次のような事業を行います。

ア 食中毒予防ポスターコンクール

小学生への衛生思想の普及等を目的に、熊本市内の小学生を対象に食中毒

予防をテーマにしたポスターを募集し、その入賞者への表彰式とポスター展

示を行います。

２ 市民への食品安全に係る情報提供
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イ 食の安全安心体験の充実

食の安全安心の確保のためには、消費者などに安全安心を体感してもらうこ

とが重要であるため、「田崎市場体験」、「一日食品衛生監視員体験」の食の安全

安心体験を充実させます。

【田崎市場体験・一日食品衛生監視員体験 参加者 145 名】

★田崎市場体験★

▶田崎市場内の施設で野菜・果実の模擬せり体験や残留農薬検査体験等を

通じて、食の安全安心を実感してもらうこと等を目的に実施します。

▶平成２３年度は、熊本市食の安全安心・食育推進会議において委員から、

食の安全性などに関して大学生へ教育や啓発を実施することが重要であ

るという提言を受けて、昨年度まで親子を対象に１回実施していました

が、大学生対象を１回増やして計２回実施します。

★一日食品衛生監視員体験★

▶消費者に食品添加物、食品表示等に関する説明を行い、また、実際に食

品工場等の監視指導を体験してもらうことにより、食品衛生に関する高

度な知識等を修得してもらうことを目的に市政だよりで公募した熊本市

民を対象に実施します。

最重点監視指導項目

（平成 22 年度金賞作品） （平成 22 年度食中毒予防ポスターコンクール表彰式）
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（４）生活衛生推進員制度

市民の手による生活衛生のレベルアップ（賢い消費者の増加）を図ることを

目的に実施している生活衛生推進員制度は、平成２２年度から委嘱から登録制

に改正しました。

そこで、平成２３年度は、田崎市場体験や一日食品衛生監視員体験の食の安

全安心体験、冬場の食中毒予防の啓発のために実施する食中毒予防セミナーな

どの市民対象のイベントや衛生講習会等の際に制度を説明し、生活衛生推進員

として登録する市民を増やします。

（５）出前講座

平成２２年度までは、熊本市教育委員会が主催する熊本市生涯学習ふれあい

出前講座に「シャットアウト食中毒」、「食卓に並ぶ安全な食品」、「食品バザー

の安全対策」という３講座を登録して、市民等からの依頼により衛生講習会等

を行っていました。

平成２３年度は、平成２２年に実施した食の安全安心に関する市民アンケー

トの結果で不安を感じている割合が高かった「食品添加物」と「食品の表示」

に関する２講座を追加して市民の食品の安全性に対する不安解消等に努めます。

（６）バザー開催届出時の衛生教育

熊本市においては、学校や地域などで食バザーを開催する場合、主催者はバ

（平成 22 年田崎市場体験）

（平成 22 年一日食品衛生監視員体験）
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ザー開催届を提出しなければなりません。

その際に、食バザーによる食中毒予防等のために、取扱い食品等を考慮した

衛生教育を行います。

食品等に関する苦情相談が、市民、食品等事業者などからあった場合は、迅

速・適切に対応して原因究明、再発防止等を行います。

食品等に関する相談や疑義照会等が、市民、食品等事業者などからあった場

合は、適切に対応します。

３ 市民等からの食品等に関する相談への対応
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食の安全安心の確保のためには、研修等により食品衛生に係る人材を養成し、

その人材の資質の向上を図ることが重要です。

次のような国や関係機関等が開催する研修会等に積極的に職員を派遣して、

関係職員の資質の向上を図ります。

研修会等名 主催等

食品安全行政講習会 厚生労働省

食品衛生危機管理研修 国立保健医療科学院

全国行政栄養士協議会研修会 全国行政栄養士協議会

全国食品衛生監視員協議会研修会 全国食品衛生監視員協議会

食品衛生監視員協議会九州ブロック研修会
九州ブロック食品衛生監視員協

議会

疫学研修 岡山大学

総合衛生管理製造過程に係る助言等を行う

食品衛生監視員養成講習会
九州内関係自治体

熊本県食品衛生監視員会議 熊本県

生活衛生関係監視員会議
生活衛生課、食品保健課、

食肉衛生検査所

Ⅶ 食品衛生に係る人材の養成及び資質の

向上に関する事項

１ 食品衛生監視員、と畜検査員、食鳥検査員等関係職

員の資質の向上
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全国食肉衛生検査技術研修会 厚生労働省

九州地区食肉衛生検査所協議会研修会 九州地区食肉衛生検査所協議会

月１回程度、内部研修を行います。

新規採用職員や経験年数が浅い職員等を対象に、適宜、内部研修を行います。

積極的に調査研究に取り組み、各種研修会において発表します。

熊本市食品衛生協会が主催する食品衛生責任者養成講習会や食品衛生責任者

実務講習会の講師に職員を派遣して、食品衛生指導員等の養成や資質の向上を

図ります。

２ 食品衛生責任者等の養成及び資質の向上



別表１「平成２３年度立入検査計画」

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

Ⅲ

4

6

（１）

ア
・弁当・仕出屋
・旅館

・弁当・仕出屋
・旅館

・弁当・仕出屋
・旅館

・弁当・仕出屋
・旅館

・生かき提供飲食店 ・生かき提供飲食店

イ
・生食用食肉提供飲食店 ・食鳥処理場

・食肉処理施設
・食肉販売施設

（２）

ア

イ

ウ
・弁当・仕出屋
・旅館
・観光施設

・弁当・仕出屋
・旅館
・観光施設

・弁当・仕出屋
・旅館

・弁当・仕出屋
・旅館

エ

オ
・フードパル熊本 ・田崎市場

・大型量販店
・田崎市場
・フードパル熊本
・大型量販店

カ

（３）

ア
・弁当・仕出屋
・旅館

・弁当・仕出屋
・旅館

・弁当・仕出屋
・旅館

・弁当・仕出屋
・旅館

・田崎市場
・フードパル熊本

イ
・保育所 ・学校 ・保育所

・学校
・保育所
・社会福祉

・病院
・社会福祉

・病院
・社会福祉

・病院
・社会福祉

・病院
・社会福祉

・病院
・社会福祉

・病院
・社会福祉

・事業所
・社会福祉

（４）
・早朝臨検 ・早朝臨検 ・早朝臨検 ・田崎市場夏期食品一斉

取締
・早朝臨検

・早朝臨検 ・早朝臨検 ・早朝臨検 ・早朝臨検 ・田崎市場年末食品一斉
取締
・早朝臨検

・早朝臨検 ・早朝臨検 ・早朝臨検

（５）

（６）

ア
・フードパル熊本
・弁当・仕出屋
・観光施設

・弁当・仕出屋
・観光施設

イ
・田崎市場
・大型食品量販店

ウ
・田崎市場
・フードパル熊本
・大型食品量販店
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（１）

（３）

Ⅴ

2

（１）

・健康食品製造・販売施設臨検（通年）

・熊本市版ＨＡＣＣＰの普及・啓発（通年）

熊本市特産品・土産品の監視指導

食品等事業者による自主的な衛生管理の推進

HACCP的手法による自主衛生管理の促進

国のHACCPの支援 ・国のＨＡＣＣＰ承認施設臨検（通年）

・馬刺し、辛子蓮根、いきなり団子等の製造販売施設臨検（通年）

一斉取締りの実施

春期食品一斉取締り（４、５月）

夏期食品一斉取締り（７月）

年末食品一斉取締り（１２月）

熊本市独自の食品衛生の確保

熊本市版ＨＡＣＣＰの導入支援

健康食品の安全確保

大規模調理施設の監視指導

大型弁当仕出屋・旅館

給食施設
（健康増進法に基づく栄養指導を含む）

熊本地方卸売市場（田崎市場）における監視指導

と畜場における監視指導

重点的に行う監視指導

食中毒予防対策

ノロウイルス予防対策

カンピロバクター予防対策

食品安全対策

食品添加物の監視指導の強化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（

平成23年 平成24年

効率的・効果的な監視指導の実施
（生産・流通・消費の各段階における食品の安全性確保）

食品等の収去検査計画 ・別表２「平成２３年度収去検査計画（採取含む）」のとおり

食品表示の適正化対策

・食品添加物使用の製造施設の業種別臨検（通年）

・農畜産物の検査（通年）

・広域流通食品製造施設臨検（通年）広域流通食品製造施設の重点監視

・熊本市食肉センターの監視指導

農畜水産物の安全確保

ねんりんピック・新幹線全線開業に伴う衛生対策の強化
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